
- 1 - 

2017年 12月 

曾我法律事務所 

弁護士 粟津 卓郎 

 

米国-中国を含む AD手続の一定の方法及び適用に関するパネル報告及び上級委報告(DS471) 

 

第 1 経緯 

(1) 中国による協議要請  2013年 12月 3日 

(2) 中国によるパネル設置要請  2014年 2月 13日 

(3) パネル設置    2014年 8月 28日 

(4) パネル報告発出   2016年 10月 19日 

(5) 中国による上訴 1   2016年 11月 19日 

(6) 上級委報告発出   2017年 5月 11日 

第三国参加国： ブラジル、カナダ、EU、インド、日本、韓国、ノルウェー、ロシア、サウジアラビア、

台湾、トルコ、ウクライナ及びベトナム 

 

第 2 概要 

本案件は、米国による複数の対中 AD 措置への適用(as applied)及び AD 手続それ自体(as such)の双方の

AD協定整合性について中国が争った案件であり、主に以下の判断がなされた点において注目に値する： 

(1) AD協定第 2.4.2条第二文所定の加重平均に基づく正常価額と個別の輸出価格との比較（以下「W-T比

較」という。）を適用するか否かを判断するために米国が用いる釘テスト（その内容は第 3、1-1にて後述）

は、以下の点において、AD協定第 2.4.2条第二文に不整合である（パネル報告）： 

① 理由の説明なくターゲット価格よりも低いターゲット外価格を無視する点において、AD 協定第

2.4.2条第二文のうち価格の態様の著しい差異の検討を要求する条項（以下「AD協定第 2.4.2条価

格態様条項」という。）に不整合である 2； 

② 加重平均に基づく正常価額と加重平均に基づく輸出価格の比較（以下「W-W比較」という。)の結果

がゼロイングを用いた W-T 比較の結果よりもダンピングマージンが出るという数学的結果のみを

W-T比較を用いるべき理由として説明している点が、AD協定第 2.4.2条第二文のうち、W-W比較又

は個別の正常価額と個別の輸出価格の比較（以下「T-T比較」という。）が適切でないことの説明を

要求する条項（以下「AD協定第 2.4.2条の説明条項」という。）に不整合である 3；及び 

                                                      
1 米国は上訴しなかった。 
2 パネル報告 7.93 
3 パネル報告 7.146 
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(2) W-T 比較を用いるために、価格が著しく異なる理由の分析は不要である（パネル報告 4及び上級委報

告 5) 

(3) AD協定第 2.4.2条説明条項において、W-W比較及び T-T比較のいずれも適切でないことの説明が要求

される（パネル報告 6） 

(4)  釘テストは、W-T 比較をターゲット外の取引を含む全輸出取引に適用する点において、AD 協定第

2.4.2条に不整合である 7。 

(5) W-T比較におけるゼロイングの適用は AD協定第 2.4.2条に不整合である（パネル報告 8）。 

(6) 行政見直しで W-T比較を用いた場合におけるゼロイングの適用は、AD協定第 9.3条に不整合である（パ

ネル報告）9 

(7) 非市場経済国の全輸出者を単一の輸出者と推定し、政府の支配の不存在を立証した輸出者を除いた残

りの全当該輸出者に対して単一のダンピングマージンを科す米国の実務（以下「単一レート推定」という。）

は、AD協定第 6.10条及び第 9.2条に不整合である（パネル報告）10。 

 

第 3 パネルの判断 

 

1. 釘テストの AD協定第 2.4.2条との整合性 

1-1. 中国の主張 

中国は、米国が W-T比較を適用するか否かを判断する際に使用する以下の概要のテスト（以下「釘テスト」

という。）を、以下の理由によって、AD協定第 2.4.2条に不整合であると主張した： 

1-1-1. 釘テストの概要 11 

釘テストは、AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項の「輸出価格の態様が、購入者、地域又は時期によっ

て著しく異なっている」か否かを判断するためのテストであり、(a)標準偏差テスト（standard deviation 

test）及び(b)価格差テスト(price gap test)の二段階によって構成される。 

 

標準偏差テストは、モデル（CONNUM）ごとに、国内産業が指定するターゲットへの加重平均輸出価格（以

下「ターゲット価格」という。）が、全ての購入者に対する加重平均輸出価格から標準偏差を控除した価格

                                                      
4 パネル報告 7.114 
5 上級委報告 5.71 
6 パネル報告 7.147 
7 パネル報告 7.183 
8 パネル報告 7.220 及び 7.239 
9 パネル報告 7.239 
10 パネル報告 7.362 及び 7.382 
11 パネル報告 7.1.3.3.1 章 
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（基準価格）を下回るか否か判断するテストである。 

（具体例） 

モデル X 

購入者 購入者への加

重 平 均 価 格

(USD)（P） 

販売量(kg)（Q) 購入者への加

重平均価格×

販売量 

(P×Q) 

モデル X の加重

平均輸出価格(M)

（=USD11.512）か

らの、購入者への

加重平均価格の

偏 差 額

(USD)(M-P) 

左記偏差額の

二乗×販売量 

(M-P)2×Q 

A 5 1 5 6.5 42.25 

B 6 1 6 5.5 30.25 

C 10 1 10 1.5 2.25 

D 15 1 15 -3.5 12.25 

E 16 1 16 -4.5 20.25 

F 17 1 17 -5.5 30.25 

合計  6 69  137.5 

この例において、国内産業が B への輸出取引がターゲットダンピングであると主張したと仮定する。モデ

ルXにおけるターゲット価格はUSD6となる。そして、加重標準偏差は、{(合計偏差額の二乗×販売量(137.5)

÷販売量(6)}の平方根＝USD4.78 となる。モデル X の加重平均輸出価格(USD11.5)からこの加重標準偏差

(USD4.78)を控除した残りの USD6.72が基準価格(target price)となる。ターゲット価格(USD6)は基準価格

(USD6.72)を下回るので、モデル Xについて標準偏差テストに該当したことになる。 

米国はこの計算を全モデルに対して実施し、ターゲット（B)に対する全輸出量の 33%超が標準偏差テスト

に該当した場合には、標準偏差テストに全体として該当したとする。価格差テストの検討に移る 33%以下

であった場合には、ターゲットに対するターゲットダンピングは認められないことになる。 

 

1-1-2. 価格差テストの概要 

価格差テストとは、モデルごとに、ターゲット価格と次に高いターゲット外価格との差額（以下「ターゲ

ット価格差」という。）が、ターゲット外の加重平均価格差（以下「加重平均ターゲット外価格差」という。）

を上回るか否かを判断するテストである。 

                                                      
12 {USD(5×1)+(6×1)+(10×1)＋(15×1)＋(16×1)＋(17×1)}÷6kg=USD11.5 
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前述の具体例において、ターゲット価格を下回る A への加重平均価格(USD5)は無視される。次に高いター

ゲット外価格である Cへの加重平均価格（USD10）とターゲット価格(USD6)の差額（USD4）がターゲット価

格差となる。加重平均ターゲット外価格差は、{(5×2)13+(1×2)14+(1×2)15}÷6＝USD2.33となる。ターゲ

ット価格差(USD4)が加重平均ターゲット価格差(USD2.33)を上回るので、モデル Xについて価格差テストに

該当したことになる。 

米国はこの計算式を全モデルに対して実施し、ターゲット（B)に対する全輸出量の 5%超が価格差テストに

該当した場合には、価格差テストに全体として該当したとして、「輸出価格の態様が、購入者、地域又は時

期によって著しく異なっている」と認定する。 

 

1-1-3. 中国が主張する釘テストの AD協定第 2.4.2条不整合の理由 

(1) 釘テストは、輸出価格が正規分布し、又は単一の頂点を有して対称形であるという場合を前提として

おり、当該前提が存在するか否か検討せずに釘テストを適用している（以下「釘テスト主張 1」という。）

16。 

(2) 釘テストが用いる 1 標準偏差基準は統計学上不十分であり、1.96 標準偏差基準等のより高度な基準

を用いなければならない以下「釘テスト主張 2」という。）17。 

(3) 価格差テストにおいて、正規分布の前提では、価格分布の端における価格差をターゲット価格差とし

て、頂点付近の価格差（より低くなる）を加重平均ターゲット外価格として比較するものであり、不適切

である以下「釘テスト主張 3」という。）18。  

(4) 価格差テストにおいて、ターゲット価格よりも低いターゲット外価格を無視している(以下「釘テス

ト主張 4」という。）19。 

 

1-2. パネルの判断 

1-2-1. 釘テスト主張 1について 

(1) 理由 

・釘テストが輸出価格が正規分布し、又は単一の頂点を有して対称形であるという場合を前提としている

という事実を、中国は立証していない 20。 

 

                                                      
13 C と D との差額 
14 D と E との差額 
15 E と F との差額 
16 パネル報告 7.56 
17 パネル報告 7.68 
18 パネル報告 7.75 
19 パネル報告 7.85 
20 パネル報告 7.61 to 7.67 
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(2) 結論 

釘テスト主張 1に関する AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項への不整合の主張を棄却する 21。 

 

1-2-2. 釘テスト主張 2について 

(1) 理由 

・AD協定第 2.4.2条は、著しく異なる価格の態様を認定するための特定の方法を定めていない 22。 

・中国は、1標準偏差基準が米国による AD協定第 2.4.2条所定の輸出価格の態様に関する認定に影響を与

えたのか否か立証していない 23。 

(2) 結論 

釘テスト主張 2に関する AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項への不整合の主張を棄却する 24。 

 

1-2-3. 釘テスト主張 3について 

(1) 理由 

・釘テスト主張 3 は正規分布を前提としているところ、本件の対象である 3 案件（以下「釘テスト対象案

件」という。）では中国の主張どおり正規分布しておらず、中国は、それにもかかわらず当該 3案件におい

てデータ分布の端に基づいてターゲット価格差が認定されたのか立証していない 25。 

(2) 結論 

釘テスト主張 3に関する AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項への不整合の主張を棄却する 26。 

 

1-2-4. 釘テスト主張 4について 

(1) 理由 

・米国は、価格差テストにおいて、より価格の低いターゲット外への輸出価格を無視することにより、全

体ではなく一部への輸出価格のみ考慮している。一部への輸出価格と比較して著しいと認められる価格差

が、全体への輸出価格と比較した場合において著しくないと認定される可能性がある。従って、公平かつ

客観的な(unbiased and objective)調査当局であれば、理由なく、ターゲット価格より低いターゲット外

                                                      
21 パネル報告 7.67 
22 パネル報告 7.71 
23 パネル報告 7.73 
24 パネル報告 7.74 
25 パネル報告 7.81 
26 パネル報告 7.84 
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価格を無視しない 27。 

・AD協定第 2.4.2条において、ターゲット価格より低いターゲット外価格を無視することを認める文言は

ない 28。 

・ターゲットの認定は、国内産業の指定という主観的な要素によるので、指定されたターゲットより低い

価格を無視することは、純粋に客観的な分析とは認められない 29。 

・釘テスト対象案件のうち、Steel Cylinders 案件ではターゲット価格が全体の最低価格であったため、

より低いターゲット外価格が存在しない 30。 

(2) 結論 

Steel Cylinders案件以外の釘テスト対象案件（OCTG案件及び Coated Pater案件）に関して、価格差テス

トでターゲット価格よりも低いターゲット外価格を無視している点において、米国は客観的かつ公平な認

定を行っておらず、AD 協定第 2.4.2 条第二文価格態様条項に不整合である。Steel Cylinders 案件につい

ては、AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項への不整合の主張を棄却する 31。 

 

2. 標準偏差テストのプログラムのエラー 

2-1. 中国の主張 

・価格差テストに関して、プログラムのエラーにより、OCTG 案件及び Coated Pater 案件において、個別

のターゲット外価格との価格差のいずれかよりもターゲット価格差が大きければ価格差テストに該当した

と判断された（以下「第 1 エラー」という。）。第 1 エラーがなければ、価格差テストに該当しなかったと

判断された可能性が高いので、当該エラーに基づく認定は AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項に不整合

である 32。 

・その他のプログラムのエラーにより、OCTG 案件及び Coated Pater 案件において、加重平均ターゲット

外価格差の計算が不正確となったので（以下「第 2エラー」という。）、AD協定第 2.4.2条第二文価格態様

条項に不整合である 33。 

2-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・米国は、第１エラーにより、加重平均ターゲット外価格差を構成すべき全てのターゲット外価格の証拠

を、理由の説明なく、検討しなかったことになる 34。 

                                                      
27 パネル報告 7.88 
28 パネル報告 7.89 
29 パネル報告 7.90 
30 パネル報告 7.86 
31 パネル報告 7.93 
32 パネル報告 7.94 
33 パネル報告 7.97 
34 パネル報告 7.95 
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・中国は、第 2エラーが、OCTG案件及び Coated Pater案件における AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条

項所定の価格の態様に関する認定の不整合につながるのか立証していない 35。第 2 エラーにより、むしろ

価格の態様の著しい差異を認定し辛くなる 36。 

(2) 結論 

第 1エラーに関して、米国は客観的かつ公平な認定を行っておらず、AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条

項に不整合である。第 2エラーについては、AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項への不整合の主張を棄

却する 37。 

 

3. AD協定第 2.4.2条第二文所定の価格態様の著しい差異の理由の検討の要否 

3-1. 中国の主張 

AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項は、質的検討として、価格態様の著しい差異の理由の検討を要求し

ているところ、釘テストは当該検討を行っていないので、AD協定第 2.4.2条に不整合である 38。 

3-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項において、理由の検討を要求する明示的な文言は存在しない 39。 

・AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項において、量的分析のみならず質的分析も必要となり得るが、そ

れは輸出価格がどのように異なるのかという点についてであり、輸出価格が何故異なるのかという点では

ない 40。 

・上記の判断は、米国―韓国産家庭用大型洗濯機に対する AD及び CVD措置案件（DS464）（以下「米国洗濯

機案件」という。）のパネル報告の判断内容とも合致する 41。なお、米国洗濯機案件は、AD 協定第 2.4.2

条説明条項に基づく分析の一部として、価格態様の差異の理由を考慮する必要があり得ると判断している

が 42、本案件で中国は理由の検討の要否を AD協定第 2.4.2条説明条項に関して争っていないので、AD協定

第 2.4.2条説明条項に基づいて理由の説明が要求されるのか否かという点について、判断しない 43。 

(2) 結論 

AD協定第 2.4.2条価格態様条項において価格態様の差異の理由の分析は要求されておらず、この点に関す

                                                      
35 パネル報告 7.100 
36 パネル報告 7.101 
37 パネル報告 7.102 
38 パネル報告 7.105 
39 パネル報告 7.107 
40 パネル報告 7.110 及び 7.111 
41 パネル報告 7.113 
42 米国洗濯機案件パネル報告 7.48 を引用。 
43 パネル報告脚注 220 
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る AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項への不整合の主張を棄却する 44。 

 

4. 釘テストにおける平均値の使用の可否 

4-1. 中国の主張 

釘テストは、個別の輸出価格ではなく輸出価格の平均値を用いている点において、AD協定第 2.4.2条価格

態様条項に不整合である。 

4-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項は、著しく異なる価格の態様を認定するための特定の方法を定め

ていない 45。 

・平均化される各購入者又は各購入時期の中での差異の分析を要求する条項は、AD協定第 2.4.2条第二文

価格態様条項において定められていない 46。 

(2) 結論 

個別の輸出価格ではなく輸出価格の平均値を用いている点においてAD協定第2.4.2条価格態様条項に不整

合であるとの中国の主張を棄却する 47。 

 

5. W-W比較が適切でない理由の米国の説明の程度の、AD協定第 2.4.2条説明条項との整合性 

5-1. 中国の主張 

釘テスト対象案件について、W-W 比較が適切でない理由の説明は、ゼロイングを用いた W-T 比較の結果が

W-W 比較の結果よりもダンピングマージンが高いという点のみであり、量的に不十分であり、AD 協定第

2.4.2条説明条項に不整合である 48。 

5-2 パネルの判断 

(1) 理由 

・AD協定第 2.4.2条第二文説明条項は W-W比較又は T-T比較が適切でない理由を説明するための特定の方

法を定めておらず、当局は当該方法について裁量を有する。しかし、方法の採用及び説明において、当局

は、AD協定に整合する決定をしなければならない 49。 

                                                      
44 パネル報告 7.114 
45 パネル報告 7.119 
46 パネル報告 7.127 
47 パネル報告 7.128 
48 パネル報告 7.130 
49 パネル報告 7.144 
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・米国が行った W-W比較が適切でない理由の説明は、ゼロイングを用いた W-T比較の結果が W-W比較の結

果よりもダンピングマージンが高いという点のみである。 

・後述のように、W-T比較におけるゼロイングは AD協定第 2.4.2条に不整合であり、誤った法的根拠に基

づく説明は、AD協定第 2.4.2条第二文説明条項に整合しない 50。 

(2) 結論 

釘テスト対象案件における米国の説明は、AD協定第 2.4.2条第二文説明条項に不整合である 51。 

 

6. AD協定第 2.4.2条説明条項における、W-W比較及び T-T比較のいずれも適切でないことの説明の

要否 

6-1. 中国の主張 

AD協定第 2.4.2 条説明条項は、W-W比較及び T-T比較のいずれも適切でないことの説明を要求すると解釈

すべきところ、米国は W-W 比較が適切でないことのみ説明し、T-T 比較が適切でないことを説明していな

いので、AD協定第 2.4.2条説明条項に不整合である 52。 

6-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・W-T比較は、過去の上級委報告 53において、通常の方式（W-W比較及び T-T比較）の例外と位置付けられ

ている 54。 

・米国洗濯機案件では AD協定第 2.4.2条第二文説明条項の"a weighted average-to-weighted average or 

transaction-to-transaction comparison"の a, or, comparison の文言に基づいて、W-W 比較又は T-T 比

較のいずれか 1つが適切でないことを説明すれば AD協定第 2.4.2条第二文説明条項上の義務として十分で

あると判断した。しかしながら、本パネルはこの判断に反対する 55。 

・"a, or, comparison"に米国洗濯機案件が判断したような意味は含まれていない。また、AD 協定のフラ

ンス語版は英語版と異なり"une"ではなく"les"となっている 56。 

・W-T 比較が例外的方式であるという条項の目的に鑑みると、AD 協定第 2.4.2 条第二文説明条項は、W-W

比較及び T-T比較のいずれも適当ではないことの説明を要求すると解釈される 57。 

 

                                                      
50 パネル報告 7.146 
51 パネル報告 7.147 
52 パネル報告 7.131 
53 米国-カナダ産軟材に対する最終ダンピング決定(21.5)上級委報告(WT/DS264/AB/R)パラ 97 及び米国－ゼロイング及びサン

セットレビューに関する措置（日本）上級委報告（以下「ゼロイング日本案件」という。）(WT/DS322/AB/R)パラ 131 を引用 
54 パネル報告 7.150 
55 パネル報告 7.151 
56 パネル報告 7.152 
57 パネル報告 7.153 
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(2) 結論 

AD協定第 2.4.2条説明条項は、W-W比較及び T-T比較のいずれも適切でないことの説明を要求するところ、

米国は T-T比較が適切でないことを説明しておらず、AD協定第 2.4.2条説明条項に不整合である 58。 

 

7. W-T比較をターゲット外の取引を含む全輸出取引に適用することの、AD協定第 2.4.2条第二文へ

の整合性 

7-1. 中国の主張 

AD協定第 2.4.2条第二文所定の W-T比較の適用は、著しく異なる価格の態様内の輸出取引に対してのみ認

められるものであり、態様外の取引には認められないから、釘テスト対象案件における米国の全輸出取引

に対する W-T比較の適用は、AD協定第 2.4.2条第二文に不整合である 59。 

7-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・米国洗濯機案件パネル報告は、AD 協定第 2.4.2 条第二文説明条項の「当該差異(such difference)」と

その前の「著しい価格の差異」との繋がり等に基づいて、W-T 比較の適用対象は、関連する態様内の輸出

取引に限定される旨判断しており、本パネルはこれに同意する 60。 

・ゼロイング日本案件上級委報告は、W-T 比較が適用される輸出価格の領域は、AD 協定第 2.4.2 条第一文

が適用される比較(W-W比較/T-T比較)の領域よりも、必然的に限定され得る旨述べている 61。 

(2) 結論 

釘テスト対象案件における米国の全輸出取引に対する W-T比較の適用は、AD協定第 2.4.2条第二文に不整

合である 62。 

 

8. W-T比較におけるゼロイングの AD協定第 2.4.2条との整合性 

8-1. 中国の主張 

米国が釘テスト対象案件に関して W-T比較においてゼロイングを適用したことは AD協定第 2.4.2条に不整

合である。 

 

 

                                                      
58 パネル報告 7.157 
59 パネル報告 7.159 
60 パネル報告 7.175 to 7.177 
61 パネル報告 7.178 
62 パネル報告 7.187 
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8-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・AD協定第 2.4.2条にゼロイング禁止を定める文言は無いと仮定しても、過去の上級委報告において、行

政見直し及び新輸出者見直しにおけるゼロイングの適用を、同じくゼロイング禁止を定める文言が無い AD

協定第 9.3条、9.5条及び GATT VI:2条に不整合と判断されている 63。 

・AD 協定第 2.4.2 条第二文は、「個別の」輸出取引との比較を要求するところ、ゼロイングにより、当局

は、輸出価格の「個別の」特徴を正確に考慮できなくなる 64。 

・AD協定第 2.4.2条第二文において、ゼロイングを認める文言は存在しない 65。 

・米国洗濯機案件パネル報告も、AD 協定第 2.4.2 条第二文所定の「個別の」という表現に基づいて、W-T

比較におけるゼロイングの適用は AD協定第 2.4.2条に不整合と判断しており、本パネルはこれに同意する

66。 

・W-T比較においてゼロイングを禁止しても、W-W比較と W-T比較の結果が常に同じになるわけではない 67。 

(2) 結論 

米国が釘テスト対象案件に関して W-T比較においてゼロイングを適用したことは AD協定第 2.4.2条に不整

合である 68。 

 

9. 行政見直しで W-T比較を用いた場合におけるゼロイングの AD協定第 9.3条との整合性 

9-1. 中国の主張 

米国が W-T比較を用いた行政見直しにおいてゼロイングを適用したことは、AD協定第 9.3条に不整合であ

る 69。 

9-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・過去の上級委報告において、行政見直しにおけるゼロイングの適用は AD協定第 9.3条に不整合と判断さ

れている 70。 

・前述のとおり、AD協定第 2.4.2条はゼロイングを正当化しない 71。 

                                                      
63 パネル報告 7.205 
64 パネル報告 7.207 
65 パネル報告 7.207 
66 パネル報告 7.208 
67 パネル報告 7.210 to 7.219 
68 パネル報告 7.220 
69 パネル報告 7.227 
70 パネル報告 7.234 及び 7.235 
71 パネル報告 7.239 
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・なお、W-T比較をターゲット内輸出取引に適用し、W-W比較をターゲット外取引に適用し、それを合算す

る差異に、W-W比較のマイナスマージンをゼロとして取り扱うことが必要になるかもしれない 72。 

(2) 結論 

米国が W-T比較を用いた行政見直しにおいてゼロイングを適用したことは、AD協定第 9.3条に不整合であ

る。 

 

10. 単一レート推定の、それ自体(as such)として、及び 38案件（以下「単一レート対象案件」とい

う。）への適用としての、AD協定第 6.10条、第 9.2条及び第 9.4条第二文との整合性 

 

10-1. 単一レート推定の、as such不整合の認定対象となる「措置(measure)」への該当性 

10-1-1. 中国の主張 

・単一レート推定は、「一般的かつ将来的に適用される規範(norm of general and prospective 

application)」であり、as such不整合の認定対象となる措置に該当する 73。 

10-1-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・過去の上級委報告によれば、ある制度が「一般的かつ将来的に適用される規範」に該当するには、申立

国が、最低限、(a)当該規範が被申立国に帰責されること、(b)当該規範の正確な内容、並びに(c)その一般

的かつ将来的な適用を立証しなければならない 74。 

・単一レート推定が米国に帰責されることについて、争いはない 75。 

・Policy Bulletin No.051、過去 100件以上の AD決定及び国内裁判例等に基づいて、単一レート推定の正

確な内容が明らかとなっている 76。 

・Policy Bulletin No.051、AD Manual、過去 100 件以上の AD 決定及び国内裁判例等に基づいて、単一レ

ート推定は、一般的かつ将来的に適用されると認められる 77。 

(2) 結論 

単一レート推定は、「一般的かつ将来的に適用される規範(norm of general and prospective application)」

であり、as such不整合の認定対象となる措置に該当する 78。 

                                                      
72 パネル報告脚注 385 
73 パネル報告 7.306 
74 パネル報告 7.306 及び 7.307 
75 パネル報告 7.308 
76 パネル報告 7.311 
77 パネル報告 7.333 to 7.338 
78 パネル報告 7.339 
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10-2. 単一レート推定の、それ自体(as such)としての、AD協定第 6.10条及び第 9.2条との整合性 

10-2-1. 中国の主張 

個別の輸出者に対して、別途反証しない限り個別のダンピングマージンを認定しない単一レート推定は、

それ自体(as such)として、AD協定第 6.10条及び第 9.2条に不整合である。 

10-2-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・EC－中国産ファスナーに対する最終 AD 措置案件（以下「EC ファスナー案件」という。）上級委報告

(WT/DS397/AB/R)において、調査当局は、AD協定第 6.10条に基づき、原則として個別のマージンを認定す

る義務を負い、その例外は WTO諸協定において定められていなければならないと判断している 79。 

・AD協定第 9.2条は、ダンピングされ、損害を与えていると認定された全ての輸入源から、各ケースにお

ける適切な額において、非差別的に徴収されるものとすると定めている。ファスナー上級委報告は、全て

の輸入源とは個別の輸出者及び生産者であり、国全体ではないと判断している。また、上級委報告は、AD

協定第 6.10 条と、AD 協定第 9.2 条所定の「当該産品の供給者を特定する」義務は密接に関連していると

判断した 80。 

・EC ファスナー案件上級委報告において、中国の加盟議定書第 15 項は、価格比較可能性の国内価格の観

点での特別なルールを許容するが、それ以外の目的で中国を他国と異なるよう取り扱うことを認める条項

ではないと判断している 81。 

・ECファスナー案件上級委報告は、単一レート推定に類似する制度について、AD協定第 6.10条及び第 9.2

条に不整合であると判断している 82。 

・ECファスナー案件上級委報告は、複数の被調査企業の価格及び生産における行動に対する政府の指示又

は実質的な影響を、調査当局が客観的かつ積極的に認定する場合において、当該複数の被調査企業を単一

の被調査企業として取り扱うことを認めている 83。 

(2) 結論 

単一レート推定は、それ自体(as such)として、AD協定第 6.10条及び第 9.2条に不整合である 84。 

 

 

 

                                                      
79 パネル報告 7.342 
80 パネル報告 7.343 
81 パネル報告 7.348 
82 パネル報告 7.349 
83 パネル報告 7.351 
84 パネル報告 7.368 
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10-3. 単一レート推定の、単一レート対象案件への適用(as applied)としての、AD協定第 6.10条及び

第 9.2条との整合性 

 

前述のとおり単一レート推定はそれ自体として AD協定第 6.10 条及び第 9.2 条に不整合であり、その単一

レート対象案件への適用も AD協定第 6.10条及び第 9.2条に不整合である 85。 

 

10-4. 単一レート推定の AD協定第 9.4条第二文との整合性 

 

単一レート推定の AD協定第 6.10条及び第 9.2条との不整合を判断したので、AD協定第 9.4条第二文との

整合性は、訴訟経済により、判断しない 86。 

 

11． 単一レート推定が適用される被調査企業が調査に協力しなかった場合におけるアドバース・ファ

クツ・アベイラブルの適用手法（以下「AFA規範」という。）の AD協定第 6.1条、第 6.8条、附属文書 II

第 1項及び第 7項、並びに第 9.4条第一文との整合性 

11-1. AFA規範それ自体(as such)の整合性 

11-1-1. 中国の主張 

AFA規範は、それ自体として、AD協定第 6.1条、第 6.8条、附属文書 II第 1項及び第 7項、並びに第 9.4

条第一文に不整合である。 

11-1-2. パネルの判断 

(1) 理由 

・AFA規範は、AD Manual, 過去の 73件の最終 AD決定を考慮しても、将来において適用が継続されるであ

ろうことが立証されていない。従って、AFA 規範は、一般的かつ将来的に適用される規範とは立証されて

いない 87。 

(2) 結論 

中国は、AFA規範が as such 不整合認定の対象となる措置に該当することを立証していない。従って、AFA

規範の AD協定該当性について判断する必要はない 88。 

 

                                                      
85 パネル報告 7.382 
86 パネル報告 7.387 
87 パネル報告 7.475 
88 パネル報告 7.479 
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11-2. AFA規範の対象案件への適用(as applied)としての整合性 

AFA 規範の対象案件全てにおいて、前提となる単一レート推定の AD 協定不整合を既に認定しているので、

訴訟経済により、AFA規範の対象案件への適用の AD協定整合性について判断しない 89。 

 

第 4 上級委の判断 

 

1. 釘テスト主張 1を棄却したパネルの判断の当否 

1-1. 上級委の判断理由 

・AD協定第 2.4.2条第二文は、価格の態様の認定における特定の方法を定めていない 90。 

・輸出価格データが正常分布しておらず、複数の頂点を有する場合において多数の輸出価格が 1 標準偏差

から外れることは、直ちに、調査当局がターゲットへの著しい価格の態様の差異を認定することを妨げる

ものではない 91。 

1-2. 結論 

・中国は、釘テスト主張 1を棄却したパネルの判断に誤りがあったことを立証していない 92。 

 

2. 釘テスト主張 3を棄却したパネルの判断の当否 

2-1. 上級委の判断理由 

・価格の態様について立証する責任は調査当局が負うが、WTO協定不整合の立証責任は、申立国側にある 93。 

・ターゲット価格差異が分布の端に基づくという前提が釘テスト対象案件に適用されていたことを中国は

立証していないとパネルは事実認定した 94。 

2-2. 結論 

・中国は、釘テスト主張 3を棄却したパネルの判断に誤りがあったことを立証していない 95。 

 

 

                                                      
89 パネル報告 7.499 
90 上級委報告 5.22 
91 上級委報告 5.31 
92 上級委報告 5.31 
93 上級委報告 5.41 及び 5.42 
94 上級委報告 5.44 
95 上級委報告 5.45 
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3. AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項において、価格態様の著しい差異の理由の検討は不要とし

たパネルの判断の当否 

3-1. 上級委の判断理由 

・米国洗濯機案件上級委報告が価格態様に影響を与え得る要素として言及する、被調査産品の性質及び対

象産業、市場構造、市場における競争の強度等の「客観的市場要素(objective market factors)」は、価

格の差異が著しいことに影響する限りにおいて問題となるものであり、価格態様の差異の理由の分析を示

唆するものではない 96。同上級委報告は、客観的市場要素と価格態様の差異の理由を区別している 97。 

・価格態様の差異の理由の分析が不要であるとしても、AD協定第 2.4.2条が要求する質的分析は、価格態

様の差異の著しさの分析に留まらない。AD協定第 2.4.2条第二文説明条項が要求する説明義務に、当該理

由が関連する可能性はある 98。 

3-2. 結論 

AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項において、価格態様の著しい差異の理由の検討が不要であるとした

パネルの判断を支持する 99。 

 

4. 釘テストにおける平均値の使用は AD 協定第 2.4.2 条第二文価格態様条項に不整合ではないとし

たパネル判断の当否 

4-1. 上級委の判断理由 

・AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項は、態様を認定するための特定の方法を定めてはいない 100。 

・態様の認定が AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項に整合するものである限り、個別の取引又は平均値

のいずれに基づいて態様を認定しても構わない 101。 

4-2. 結論 

釘テストにおける平均値の使用はAD協定第2.4.2条第二文価格態様条項に不整合ではないとしたパネル判

断に誤りはない 102。 

 

 

 

                                                      
96 上級委報告 5.60 
97 上級委報告 5.62 
98 上級委報告 5.69 
99 上級委報告 5.71 
100 上級委報告 5.78 
101 上級委報告 5.83 
102 上級委報告 5.101 
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5. ダンピングマージンの計算において、W-T 比較の結果と W-W 比較の結果を合算することを示唆し

たパネル判断の当否 103 

5-1. 上級委の判断理由 

・パネルは、2.4.2 条に完全な意味を与えるためにはパターン外取引のマイナスマージンをパターン内取

引のプラスマージンに相殺させないことも必要となり得ると考察している 104。 

・米国洗濯機案件上級委報告は、AD協定第 2.4.2条第二文は、パターン内取引に対して W-T比較を適用し

パターン外取引に対して W-W 比較を適用し、後者の結果を合算することを認めておらず、W-T 比較の結果

と W-W比較の結果の合算を認めていない 105。 

・AD協定第 2.4.2条第二文に基づいて W-T比較をする場合には、調査当局は、パターン内取引の輸出価格

（分子からパターン外取引の輸出価格を排除する）と加重平均正常価額を比較し、当該輸出者又は生産者

への全輸出取引の量を分母として除することで、ダンピングマージンを計算可能である 106。 

5-2. 結論 

ダンピングマージンの計算において、W-T 比較の結果と W-W 比較の結果を合算することを示唆したパネル

の判断は無意味(moot)とする 107。 

 

6. AFA規範 

 

6-1. AFA規範は措置に該当しないとしたパネル判断の当否 

6-1-1. 上級委の判断理由 

・不特定多数の経済的業者に影響を与える規範であれば、一般的に適用される規範と認定される 108。 

・将来的に適用される規範であることを立証するために、将来において規範が適用される「確実性

(certainty)」まで立証することを要しない。規範の規則正しい適用も、規範の将来的な適用の証拠の 1つ

に含まれる 109。 

・パネルは、単一レート推定において過去の決定等に基づいて将来的に適用される規範であると認定しな

がら、AFA規範において同じく過去の決定等に基づいて将来的に適用される規範ではないと認定しており、

異なる判断基準を適用しているように考えられる 110。 

                                                      
103 この判断が誤りであるとの中国の主張に、被申立国の米国も同意した。 
104 上級委報告 5.105 
105 上級委報告 5.106 及び 5.107 
106 上級委報告 5.107 
107 上級委報告 5.108 
108 上級委報告 5.130 
109 上級委報告 5.132 
110 上級委報告 5.141 
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・過去の 73件の決定等によれば、AFA規範は、一環として、規則正しく(consistently and systematically)

適用されており、将来的に適用される規範であると認められる 111。 

6-1-2. 結論 

・AFA規範が措置に該当しないとしたパネルの判断を棄却し、AFA規範が措置に該当すると判断する 112。 

 

6-2. AFA規範の AD協定第 6.8条及び附属文書 II第 7項への整合性の判断の可否 

 

必要な事実認定が不足しており、上級委において、AFA 規範の AD 協定第 6.8 条及び附属文書 II 第 7 項へ

の整合性を判断できない 113。 

 

第 5 評釈 

 

1. 本案件の位置づけ 

 本案件は、基本的には米国洗濯機案件、ゼロイング関連の案件、ECファスナー案件等の過去の上級委報

告又はパネル報告の判断を踏襲しているといえる。また、米国が上訴しなかったことから、上級委報告に

おいて目立った判断がなされなかった。ただし、①本パネル報告において、釘テスト主張 4 の AD 協定第

2.4.2条第二文不整合が認められた点、②本パネル報告において、米国洗濯機案件のパネル報告に反対し、

AD協定第 2.4.2 条第二文説明条項において、W-W比較及び T-T比較のいずれもが不適切であることの説明

が要求されると判断された点、③本パネル報告において単一ルール推定の AD 協定第 6.10 条等との不整合

が認定された点、④本上級委報告において AFA 措置が as such 不整合の対象となる措置に該当すると判断

した点について、留意すべきと思われる。 

 単一ルール推定及び AFA 措置については、現在係属中の DS515 案件（米国）及び DS516 案件（EU）にお

ける中国加盟議定書第 15条の失効問題にも絡んでおり、米国の将来及び現時点の NMEの運用の当否につい

ては、これらの案件の結果も踏まえて判断する必要があろう。 

 

2. AD協定第 2.4.2条第二文説明条項における、価格態様の差異の理由の説明の要否 

前述のとおり、本案件で中国は、AD協定第 2.4.2条第二文価格態様条項の観点でのみ、価格態様の差異の

理由の説明が必要であると主張し、本パネル報告及び上級委報告によって棄却されている。しかしながら、

本パネル報告及び上級委報告も、AD協定第 2.4.2条第二文説明条項の観点から当該説明が要求され得ると

含みを持たせた判断をしている。従って、今後の案件により、AD協定第 2.4.2条第二文説明条項に基づい

                                                      
111 上級委報告 5.162 
112 上級委報告 5.143 及び 5.164 
113 上級委報告 5.178 及び 5.179 
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て価格態様の差異の説明がどのような場合にどの程度要求され得るのか、判断されるものと予想される。 

 

以上 


